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各都道府県教育委員会総務担当課

各指定都市教育委員会総務担当課 御中

文部科学省初等中等教育局

初 等 中 等 教 育 企 画 課

教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分に係る

不服申立ての審査庁について

，政府の地方分権改革推進本部においては，義務付け・枠付けの見直し等について

継続的に検討が行われているところであり，去る12月26日に別添１のとおり「平成29

年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されました。

今回の閣議決定においては 「教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が，

行った処分に係る審査庁の明確化については，当該審査請求の手続の在り方も含め

て検討し，平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講じる 」。

とされたところです。

審査請求をすべき行政庁については，平成28年４月１日施行の行政不服審査法

（平成26年法律第68号）の施行通知（ 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に「

伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について（通知 （平成28年１月29日総）」

管管第６号 （別添２）において，処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁（以））

下「処分庁等」という ）に上級行政庁がない場合は当該処分庁等であると示されて。

います。

教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分についての審査請求は，地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）において，教育委

員会による教育長への指揮監督権は規定されていないため，教育委員会は教育長の

上級行政庁に該当せず，行政不服審査法第４条第１号の規定により，教育長が審査

請求をすべき行政庁となると解されます。

各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては，不服申立て制度について改

めて確認いただくとともに，各都道府県教育委員会におかれましては，域内の市町

村教育委員会に対し，本件について周知くださるようお願いします。

【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局

初等中等教育企画課教育委員会係

電話：03-5253-4111（代表 （内線4678））



（別添１） 

 
 

平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

 

平成 29 年 12 月 26 日 

                          閣 議 決 定 

 

 

１ 基本的考え方 

 

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差し

た新たな取組を推進することとして、平成 26 年から地方分権改革に関する「提

案募集方式」を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成

26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定））。 

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図る

ための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。 

平成 29 年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有

識者会議、提案募集検討専門部会、地域交通部会等で議論を重ねてきた。 

今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改訂版）」（平成 28 年 12 月

22 日閣議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、

義務付け・枠付けの見直し等を推進する。 

 

２～５ （略） 

 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 
 
【文部科学省】 

 

（12）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭 31 法 162） 

教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処分に係る審査庁

の明確化については、当該審査請求の手続の在り方も含めて検討し、平成 29 年

度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講じる。 



（別添２）






